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携帯ゲーム機で出来ること
携帯ゲーム機を単なる”ゲーム”だけと思っていませんか？今の携帯ゲーム機には通信

機能を持っているものが多く、ご家庭のLAN環境や、フリースポットと呼ばれる公衆無線
LANを使えば、お子さんが簡単にインターネットを利用することができます。
また、「契約を解除したから」といって、古いスマホを子どもに利用させる場合や音楽プ

レーヤー、電子辞書の多くも同様です。

◆ ひとりで悩まないで相談してね。 ヤングテレホン ０７５－５５１－７５００

メール PCからhttp://www.pref.kyoto.jp/fukei/ 携帯からhttp://www.kyotofukei-syonen.jp/i

京都府警察本部少年課

みんな気をつけて！！

あなたのことがわかる情報はぜったいに教えない!!
犯罪にまきこまれないために

「名前」や「住所」は教えない！投稿しない！

自分の写真は送らない！
ネットで知りあった相手とは「ぜったいに会わない」！

自分が書かれていやなことはぜったいに書き込まない！
あなたの書き込みはみんなが見ています！

保護者の皆様へ ～子どもを守るために～

ペアレンタルコントロールをしっかりと
お子さんの携帯ゲーム機やスマートフォンの利用状況をきちんと把握されていますか？

お子さんを被害や犯罪から守るためには「よくわからないから」ではすまされません。
対象の機器によって違いますが、ゲーム機であれば多くには「保護者による利用制限」

の機能がありますので、子どもに使ってほしくない機能については確実に制限をかけてお
きましょう。
特に、スマートフォンの場合、その機能はパソコンと同じと考えてください。ウイルスへ

の感染や個人情報の漏洩、架空請求など、様々な危険があることを理解し、利用にあたっ
ては必ずフィルタリングを導入するとともに、ウイルス対策ソフトやフィルタリングソフトな
どを組み合わせて、お子さんの安全を守ってあげてください。

ルールづくりをしっかりと
お子さんに携帯ゲーム機やスマートフォンを持たせるときには、必ず家庭でよく話し合っ

てルールをつくり、使いすぎや不適切な利用を予防してください。

他の人のパスワードやＩＤを勝手に使うのは犯罪！
自分の「パスワード」や「ID」も人には教えないで！！


